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 船橋市では、昭和６１年１２月１９日に「平和都市宣言」を行ったことを受け、原爆

の被害を受けた広島・長崎へ次世代を担う青少年を派遣する「平和派遣事業」を行って

おります。 

 本事業は若い世代に戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えていくことを目的としており、

令和８年は本市が平和都市宣言を行ってから４０周年の節目の年となることから、広島

及び長崎両市への派遣を実施します。 

 平和式典への参加、被爆関連施設、戦争遺跡の見学や講話等を通じて、恒久平和への

理解を深め、認識を高めていただき、派遣後には平和の集いにおいて現地で感じた平和

への思いを伝えていただきます。 

 参加を希望される方は、別添の「参加申込書」と作文を直接または郵送、ＦＡＸで   

船橋市総務部総務法制課に提出してください。 

 

１．応募資格 

  下記の要件を満たす方 

 （１）市内在住の中学生以上の生徒及び学生（専修学校の一般課程は除く）で

平成１４年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれた方 

 （２）「広島」「長崎」のどちらの行程にも参加できる方 

※ただし派遣先は、選考により応募者ごとに「広島」または「長崎」の  

どちらか一方に決定します。 

 （３）本派遣事業の計画に従って規律ある行動のできる方 

 （４）派遣先での活動に支障がない健康な方 

 （５）本事業の目的を理解し、市が行う広報活動に同意ができる方 

 （６）令和８年４月１日現在で１８歳未満の場合は、保護義務者の同意が得られる方 

 （７）事前説明会に参加できる方（令和８年７月下旬実施予定） 

 （８）市長報告会に参加できる方（令和８年８月下旬実施予定） 

 （９）平和の集いに参加できる方（令和８年１０月１０日実施予定） 

 

２．派遣期間 

   広島：令和８年８月５日（水）～８月 ７日（金）２泊３日 

   長崎：令和８年８月８日（土）～８月１０日（月）２泊３日 

   ※派遣先は選考により決定します。 

  



 

 

３．派遣先 

  広島【参考：ｽｹｼﾞｭｰﾙ予定】 ※行先は変更の可能性があります。 

（１日目） 

・ＪＲ船橋駅集合 ― 東京駅（新幹線） ― 広島駅 

・平和記念公園周辺（現地ボランティアガイドの案内で現場学習） 

（２日目） 

・平和式典（平和記念公園）参列 

・ひろしま子ども平和の集い 

・広島平和記念資料館・原爆死没者追悼平和祈念館（被爆体験講話など） 

・袋町小学校 

・灯ろう流し 

（３日目） 

・本川小学校 

・広島城周辺 

・広島駅（新幹線） ― 東京駅 ― ＪＲ船橋駅解散 

 

  長崎【参考：ｽｹｼﾞｭｰﾙ予定】 ※行先は変更の可能性があります。 

（１日目） 

・ＪＲ船橋駅集合 ― 羽田空港 ― 長崎空港 ― 平和公園・原爆落下中心地碑・

浦上天主堂等(現地ボランティアガイドの案内で現場学習) 

（２日目） 

・平和式典（平和公園）参列 

・被爆体験講話 

・追悼平和祈念館 

・長崎原爆資料館 

（３日目） 

・長崎歴史文化博物館 

・長崎空港 ― 羽田空港 ― ＪＲ船橋駅解散 

 

 

４．募集人員 

  １０人（広島５人、長崎５人） 

  ※参加者は、選考により決定し、６月上旬までに本人に通知します。 

 

 

５．参加費 

  無料 

  ※宿泊費、交通費、食費、施設観覧料は市で負担いたします。 

   個人で購入する飲み物代やお土産費用などは含まれませんので御注意ください。 

  



６．応募方法 

 「参加申込書」に「参加を申し込まれた動機についての作文」を添えて、郵送、FAX

または持参にて船橋市役所総務部総務法制課（市役所８階）に提出してください。 

（送付先は最終ページの問い合わせ・申し込み先を参照） 

 ※本事業では、旅行会社（委託会社）が列車や宿泊等の手配及び添乗を行うため、   

参加者の個人情報を利用します。本事業の目的以外には利用しませんが、予め御承知

のうえ、お申し込みください。なお、旅行会社（委託会社）とは、適正かつ厳格な個人

情報の管理を行う旨の契約を行います。 

 

 

７．申込期限 

令和８年４月３０日（木） ※消印有効 

 

 

８．その他 

  参加者は、班長や写真撮影担当などの役割を分担していただきます。また、派遣  

終了後、本派遣事業の感想文（８００～１２００字程度）を速やかに市へ提出すると

ともに、派遣者報告書の作成や、令和８年８月下旬及び令和８年１０月１０日開催  

予定の派遣者報告会に参加し、派遣事業の報告を行っていただきます。なお、報告  

発表の様子は、市のホームページ等で公開することを予定しております。 

  また、参加者は、家庭や地域、学校等において、機会をとらえ本事業に参加して

感じたこと（平和の尊さと戦争の悲惨さ等）を伝えていくよう努めていただきます。 

  台風等の災害に伴う派遣先の受入状況によっては、中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇私が今回の派遣事業で感じたことは、実際にそれを体験された方の言葉の重みに勝る

ものはなく、被爆者の方々からお話を聞けるうちに聞くことが何よりも心に残り、今私

達が最も大切にすべきことだと思いました。           （中学生・女性） 

〇これまで「戦争はよくない」と漠然と思っていた私ですが、今回の体験を通じて、

「戦争は絶対に起きてはいけないこと」だと心から強く思いました。少しでも戦争や平

和に興味がある人は、ぜひ現地に足を運んで、自分の目と心で、80年前の現実を想像し

てみてほしいです。                      （中学生・女性） 

（令和７年度広島・沖縄平和派遣者報告書より抜粋） 

 

 

過去の平和派遣参加者の声 



 

（問合せ・申込先） 

〒２７３－８５０１ 

船橋市湊町２－１０－２５ 

船橋市役所 総務部総務法制課（市役所８階） 

ＴＥＬ：０４７（４３６）２１２２ 

ＦＡＸ：０４７（４３６）２１２０ 

平和都市宣言 

  船橋市は、現在人口５１万を擁する首都圏有数の中核都

市に成長し、第二の飛躍期を迎えている。そして、「活力あ

る近代的都市」を市政の目標に掲げ、より豊かな福祉社会

実現のため懸命な努力を続けているところである。 

  しかし、郷土船橋の限りない繁栄は、日本の安全と世界

の恒久平和なくしては望み得ないものである。 

  私たち船橋市民は、世界の恒久平和を願い、我が国の国

是である非核三原則を遵守し、平和を脅かす核兵器の廃絶

を目指して最大の努力を払うことを決意し、ここに「平和

都市」を宣言する。 

昭和６１年１２月１９日 


